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松田町一般会計補正予算書 
 

（第９号） 

 
 
 
 

令和５年３月  日議決 
 





議案第１０号 

  

令和４年度 松田町一般会計補正予算（第９号） 

 

 令和４年度松田町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 279,129 千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,958,932 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更及び廃止は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和５年３月２日 提出 

 

 

松田町長 本 山 博 幸 
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　（追　加）

事　　業　　名 金　額

千円

４ 衛 生 費 １ 保健衛生費 出 産 ・ 子 育 て 応 援 事 業 1,650

４ 衛 生 費 １ 保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 1,457

第２表　　繰越明許費補正

款 項

　（変　更）

限度額
起債の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利率 償還の方法

千円 千円

防災施設
等整備事
業

84,800
普通貸借
又は

証券発行
9,800

普通貸借
又は

証券発行

　（廃　止）

限度額
起債の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利率 償還の方法

千円 千円

交通安全
施設等整
備事業

111,900
普通貸借
又は

証券発行
― ― ― ―

第３表　　地方債補正

起債の
目的

起債の
目的

補　　正　　前 補　　正　　後

補　　正　　前 補　　正　　後

政府その他金
融機関の資金に
ついては、その
融資条件による。

ただし、据置

期間及び償還期

限を短縮し、も

しくは繰り上げ

償還又は、低利

に借り換えるこ

とができる。

年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率)

政府その他金
融機関の資金に
ついては、その
融資条件による。

ただし、据置

期間及び償還期

限を短縮し、も

しくは繰り上げ

償還又は、低利

に借り換えるこ

とができる。

年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率)

政府その他金

融機関の資金に

ついては、その

融資条件による。
ただし、据置

期間及び償還期
限を短縮し、も
しくは繰り上げ
償還又は、低利
に借り換えるこ
とができる。

年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率)
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当該年度中
起債見込額

当該年度中
償還見込額

当該年度中
起債見込額

当該年度中
償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,015,242 2,934,045 721,600 157,645 3,498,000 534,700 157,645 3,311,100

720,932 666,245 111,900 56,740 721,405 56,740 609,505

4,707,305 5,569,767 788,882 390,972 5,967,677 601,982 390,972 5,780,777

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分
前前年度末

現在高
前年度末
現在高

補正前の額 補正後の額

当該年度中増減見込
当該年度末

現在高見込額

当該年度中増減見込
当該年度末

現在高見込額

１．普 通 債

(1)総　　務
330,096 306,860 25,100 281,760 281,760

(2)民　　生
41,325 36,231 5,096 31,135 5,096 31,135

(3)衛　　生
118,300 117,265 6,800 7,423 116,642 6,800 7,423

25,100

116,642

(5)土　　木

(4)農林水産
5,933 4,858

(6)消　　防
247,193 263,079 84,800 19,774 328,105 9,800 19,774 253,105

1,075 3,783 1,075 3,783

2,005,345

(8)災害復旧
　 事業

10,100 10,100 275 9,825 275 9,825

(7)教　　育
541,363 1,529,407 518,100 42,162 2,005,345 518,100 42,162

２．そ の 他
2,692,063 2,635,722 67,282 233,327 2,469,677 67,282 233,327 2,469,677

12,808

(2)臨時税収
   補てん債

(1)減税
   補てん債

28,140 19,687 6,879 12,808 6,879

15,000

合    　　計

※表示単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

67,282 226,448 2,441,869

(4)減収
   補てん債

15,000

(3)臨時財政
   対策債

2,648,923 2,601,035 67,282 226,448 2,441,869

15,000 15,000
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